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https://tsukamoto-dai.jp

TEL FAX

X（旧twitter）facebookHP

　静岡県が毎年度実施している県政世論調査の令和7年度概要
版（調査期間：令和7年6月10日～6月30日）がまとまり、公表さ
れました。
　調査の結果、『暮らし向きが「苦しくなっている」』と感じてい
る県民の割合が54.0％で、前年度より4.1ポイント増加したこと
がわかりました。
　「苦しくなっている」割合が54.0％となったのは、暮らし向きの
設問項目が加わった1980年度の調査開始以降で過去最高です。

 
『暮らし向きが「苦しくなっている」』理由（3つまで回答可）
【1位】 「毎日の生活費が増えたから（食費、光熱水費等）」 74.7％ 

 （前年度比＋1.2ポイント）
【2位】 「給料や収入が増えない、又は減ったから」 48.9％
 （前年度比＋2.7ポイント）

【3位】 「預貯金が増えない、又は減ったから」 40.4％
 （前年度比＋6.1ポイント）

　
　『暮らし向きが「苦しくなっている」』理由として、食費や
光熱水費等「毎日の生活費が増えたから」と回答した人が3
年連続で7割を超えています。 長引く物価高騰が県民生活に
大きく影響していることが明らかになりました。
　私は、このような状況を踏まえ、令和5年度と令和6年度の
一般質問において、物価高騰対策を取り上げさせて頂きま
した。 県は、「国民生活に直接関わる分野での速やかな負担
軽減は全国共通の課題であり、基本的に国が対策を検討す
べきもので、全国知事会等を通じ国に働きかけていく」とい
う考えです。 私も同様の考えですが、国の取り組みで足りな
いところは、県が補う必要があると思っています。
　今後も、県民目線・現場主義の活動を通して、安心安全で
活力ある地域づくりを目指し、努力して参ります。
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3年連続で7割超
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「物価高騰対策」を取り上げる！

福祉施設・保育所及び医療機関等
物価高騰対策支援関連事業 2,948,300千円
　国の経済対策に呼応し、物価高騰の影響を受ける事業
者の負担軽減の為、支援金を支給する。

農業・畜産業・漁業者等
物価高騰対策支援関連事業 1,101,300千円
　国の経済対策に呼応し、物価高騰の影響を受ける事業
者の負担軽減の為、施設園芸農業者や漁業者等が使用
する燃油及び飼料に対する支援を行う。

運輸業物価高騰緊急対策事業費 757,100千円
　国の経済対策に呼応し、物価高騰の影響を受ける県内
地域公共交通の運行継続や物流の安定化を図る為、地域
鉄道、乗合バス、離島航路、タクシー及び貨物自動車運送
業の車両の維持修繕費等を支援する。

特別高圧電力等価格高騰対策関連事業 1,228,000千円
　国の経済対策に呼応し、物価高騰による影響を軽減す
る為、特別高圧電力及びＬＰガスの料金に対する支援を
行う。

給食費等高騰緊急対策事業費 17,700千円
　国の経済対策に呼応し、物価高騰の影響を受ける給食費
負担を軽減する為、各学校の食材費に対する支援を行う。

物価高への対応

子ども・子育て分野賃上げ等
支援関連事業 1,497,800千円
　国の経済対策に呼応し、保育士・幼稚園教諭や児童養
護施設職員等への処遇改善や物価高騰の影響を受ける
施設等の事業運営が安定して継続出来るよう支援する。

介護・障害福祉等
サービス継続支援関連事業（新規） 1,025,600千円
　国の経済対策に呼応し、介護・障害福祉事業所等の円
滑なサービス提供体制の確保の為、必要なサービスを円滑
に継続出来るよう、設備・備品の購入費用等を支援する。

介護福祉士修学資金貸付事業費助成 134,500千円
　介護人材の確保及び県内定着を図る為、介護福祉士資
格の取得を目指す学生等に対し、修学資金等の貸付を実
施する。

ツキノワグマ緊急対策事業費（新規） 3,300千円
　国の経済対策に呼応し、全国的に問題となっているクマ
の市街地への出没や人身被害等に備える為、市町が行う
ツキノワグマ対策に係る経費等を支援する。

子ども・子育て事業
継続支援関連事業
  41,400千円
　国の経済対策に呼応
し、子ども・子育て支援に
係る事業運営が安定して
継続出来るよう、市町が
実施する子育て支援事業
等を支援する。

医療・介護分野賃上げ等
支援関連事業（新規） 8,291,000千円
　経済状況の変化等に対応する為、診療に必要な経費に
係る物価上昇への的確な対応や物価を上回る賃上げの実
現に向けた支援を行う。

暮らしの安定

ＬＰガス料金高騰対策
緊急支援事業費助成

小売事業者に値引の原資を補助し、
一般消費者等の料金を値引きする。

 ・ 対象者 ： ＬＰガス供給を受ける
　　　　　 一般消費者他
 ・ 期　間 ： 令和８年１月～３月利用分
 ・ 値引額 ： 1,000円/戸

≪　　　　    　　　　≫

【12月補正予算】 国の総合経済対策に呼応した取り組み

来年度から「１歳児５人に対して保育士１人」の配置を推進!
安全で質の高い保育の提供体制を整備!!
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安全で質の高い保育の提供体制を整備!!

【質問】 子供たちの健やかな成長を支える為
には、保育士配置の充実による保育の質の向
上が大変重要である。
　ライフスタイルや就労環境の多様化によ
り、依然として保育に対する需要は高い状況
にある。
　また、令和８年度から、「こども誰でも通園制
度」が本格実施となり、これにより新たな保育
需要の発生が想定される。
　一方、保育現場においては、安全で質の高い
保育体制づくりが求められている。 特に、乳幼
児においては、きめ細やかな保育が求められるこ

とから、より一層手厚い職員配置が必要となる。
　国では、配置基準の改善には至らなかった
ものの、今年度から、１歳児の保育士配置が５
対１以上で、一定要件を満たす施設に対し、公
定価格に加算措置を設けた。
　県においては、独自の助成制度により、基準
以上の保育士配置を支援してきたが、国の配
置基準の改善に先行し、最低でも５対１の配
置を実現するよう取り組むべきではないか。
　そこで、乳幼児保育における保育士配置の
充実に向けた取り組みについて、県の所見を
伺う。

【答弁】 質の高い保育を提供する為には、保
育士がゆとりをもてる体制の下で従事出来る
ことが重要であり、特に乳幼児については、保
育士が一人ひとりの児童に細心の注意を払
い、安全面においても十分配慮出来る環境を
整えることが必要であります。
　この為、県では、県単独助成として、２歳児ま
での乳幼児保育において保育士の手厚い配
置を行う民間保育所等に対し、市町と連携し
て支援を行うとともに、国に対しては保育士配
置基準の改善を要望して参りました。
　こうした中、国では、配置基準の改善には至
らなかったものの、今年度から、１歳児保育の
配置基準である６対１を上回る５対１の保育士
を配置し、ＩＣＴの導入や研修受講等の要件を
満たす施設に対して、公定価格に加算措置を
設けたところであります。
　これを踏まえ、本県では、国の加算措置を活
用し、来年度から、１歳児について５対１以上
の職員配置が県全体の標準となるよう取り組
みを進めて参ります。

　具体的には、これまで６対１以上としてきた
県単独助成の支援対象を段階的に見直し、５
対１以上の配置を満たす施設に重点化するこ
とで、移行を促して参ります。
　また、配置に必要な保育士を確保する為に
は、保育士の処遇改善も不可欠である為、近
年の人件費上昇に見合うよう助成単価を引き
上げて参ります。
　併せて、施設が国の加算要件を満たすよう
にＩＣＴの導入支援や保育の質の向上の為の
研修の実施等の支援も充実して参ります。
　県と致しまし
ては、安全で質
の高い保育の
提供体制を整
備することで、本
県の未来を担う
子供たちの健や
かな成長を支え
て参ります。
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令和8年2月25日㈬（予定）
午後1：30から一般質問（予定）

　県政世論調査の結果を踏まえると、県
民の皆様に、税金以外に「政党の党費」
や「資金集めパーティー券」等を負担させ
ることは出来ません。

　私は、【無所属、県民目線、現場主義】
で活動し、県民の皆様に政党の活動費用
をお願いすることはございません。
　安心して、政治にご参加ください。

　焼津市民、静岡県民の皆様に政治家
として育てて頂き、市議8年、県議10年経
験させて頂きました。
　現在51歳、議員経験19年目。 
　気力・体力・行動力・経験・・・。
　今が一番充実していると思います。
　「若さ・行動力」 「経験・実績」を活かし、

今後も地元焼津市、そして、静岡県発展
の為に努力して参ります。
　令和7年度も、静岡県議会2月定例会
におきまして、本会議場で一般質問の機
会を頂くことになりました。
　ご都合のよろしい方、是非、傍聴にお越
しください。

医療・介護分野、子ども・子育て分野の賃上げを後押し！医療・介護分野、子ども・子育て分野の賃上げを後押し！
物価高に苦しむ県民・事業者を支援！物価高に苦しむ県民・事業者を支援！
　静岡県におきましては、鈴木康友知事が
就任から2年目を迎え、議会における議員
提案や要望に耳を傾け、総合計画の策定や
組織改編等、県政の新たな方向性を示して
おります。 また、知事は、県財政の厳しい状
況を県民に丁寧に説明し、令和8年度当初
予算編成に向けサマーレビュー等を通じ
て、膨らんだ事務事業の精査と歳出の見直
しを進めています。 限られた財源の中で、
行財政改革や重点化を図る姿勢は、私も共
有するところであります。
　一方、国においては、高市早苗新政権の
もと、単年度のプライマリーバランス均衡
にとらわれない、責任ある積極財政への転
換が明確に掲げられております。 物価高騰
や円安、人口減少・人手不足、地政学リスク
の高まりといった構造的な課題に対し、未
来の成長と税収増を見据えた中長期的な
公共投資・人への投資を進めるという流れ
が、国政レベルで鮮明になっています。
　こうした中、昨年11月28日、国は、「『強い
経済』を実現する総合経済対策」を盛り込

んだ補正予算案を閣議決定致しました。 本
県と致しましても、これに呼応して、国の
補正予算成立後に速やかに事業着手し、早
期に事業効果を発揮出来るよう補正予算
案を編成致しました。
　具体的には、「物価高への対応」として、
事業者に対しましては、特別高圧電力の価
格高騰に対する負担軽減や、農業者や漁業
者に対する燃油・飼料価格高騰への支援の
他、医療機関、社会福祉施設、私立学校、地
域公共交通事業者等が、安心して事業を継
続出来るよう支援して参ります。 生活者に
対しましては、ＬＰガス価格の上昇に対す
る負担軽減を行う他、食材価格高騰等の影
響を受けるこども食堂への支援や、県立学
校給食費の保護者負担の軽減にも取り組
んで参ります。
　また、「暮らしの安定」に向けた対応とし
て、医療・福祉サービスを確保する為、医療
従事者、介護・障害福祉職員、保育士等の処
遇改善や、設備・備品の購入等を支援する
他、ツキノワグマの出没数増加を受けた緊

急対策にも取り組んで参ります。
　今回の補正予算は、日頃、私が当局に対
して要望している内容が概ね反映され、評
価したいと思っております。 しかしなが
ら、国の総合経済対策に呼応した取り組み
につきましては、12月定例会に間に合わな
かったものもあります。 そうした取り組み
につきましては、令和7年度2月補正予算で
の対応も含め、引き続き要望していきたい
と思います。
　今後も、県民生活や経済状況をしっかり
と把握し、県民の声を県政に届け、安心安
全で活力ある地域づくりを目指して努力
して参ります。
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　令和7年10月19日、南海トラフ
巨大地震の発生を想定した静岡県
総合防災訓練が、焼津市と藤枝市
を主会場として実施されました。

　例年は、8月30日～9月5日の防災
週間に合わせて実施していましたが、
熱中症対策を理由に、今年は秋に
変更して実動訓練が行われました。

　当日は、私も知事に同行し、焼津
市内の3つの会場を視察させて頂き
ました。
　視察させて頂いた各会場の状況

を記載致しましたので、ご覧ください。
　今後も、様 な々訓練等を通して、関
係機関との連携を強化し、公助によ
る防災力向上にも努めて参ります。

静岡県総合防災訓練（実動訓練）

【訓練目的】
 　遺体収容所開設から遺体の受入れ、遺族
への引き渡しまでの流れを、焼津市、県警、
医療機関、協定業者が、連携した手順を確
認し、訓練する。
 ※焼津市、県警、医療機関の連携
【訓練の効果】
 ・焼津市、県警、医療機関及び協定業者が連
携し、それぞれの役割、手順を確認出来た。
 ・エアロシェルターは、スペースがあれば設置、開

設が可能で、建物を利用する遺体収容所被
災時の代替手段としての有効性を確認した。

【判明した課題】
 ・エアロシェルターの設置には、人員及び時間を
要する。 また、遺体収容能力は限定的である。
 ・一連の検視・検案の過程で、各措置の段階
で作成する書類に時間を要した。

【課題に対する改善内容】
 ・エアロシェルターの設置訓練を繰り返し行い、
練度を高め、設置に要する時間短縮を図る。

 ・継続して訓練の機会を設け、書類作成にか
かる時間を短縮する。

【訓練会場】 焼津市役所大井川庁舎・大井川地域交流センター 【訓練名】 遺体収容所開設・運営訓練【訓練名】 遺体収容所開設・運営訓練

【訓練目的】
 　地震動により発生した車両多重事故現場
における、救出救助、車両撤去、現場付近の

交通統制及び破損した交通信号機の復旧
を、一連の流れで、連携した対応を訓練する。
 ※県警及び関係団体の連携

【訓練内容】
 ・多重事故車両からの要救助者救出（県警機
動隊）
 ・事故車両撤去（JAF）
 ・事故現場の交通規制（焼津警察署・静岡県
警備協会）
 ・破損した交通信号機の復旧（静岡電業協会）
【訓練の効果】
 ・県警、関係団体が、連携した動きで活動内容
を確認し、相互の役割を認識出来た。
 ・事前の打合せや実動訓練を通じて、県警及
び関係団体間の顔の見える関係が構築さ
れ、より一層の連携強化が図られた。

【判明した課題】
 ・訓練では、活動範囲や車両駐車場所等の調整
が予め出来たが、実際には、狭い道路での活動
も想定されることから、活動人員、資機材、車両
の配置等、調整に時間を要する可能性がある。
 ・警察の救出救助、他機関による信号機復旧
等の活動が同一の場所で実施される場合、お
互いの活動が輻輳する可能性がある。

【課題に対する改善内容】
 ・狭い道路等で活動する場合の活動人員、資
機材、車両の配置を決めておく。
 ・お互いの活動に支障が出ないよう、現地で活
動する前に調整を行う。

【訓練会場】 大井川防災広場 【訓練名】 ・救出救助訓練（車両多重事故） ・交通対策訓練【訓練名】 ・救出救助訓練（車両多重事故） ・交通対策訓練

【訓練目的】
 　防災関係機関等の船舶による海上輸送
に先立つ航路啓開において、協定締結事業
者の協力を得て、海底状態把握を訓練する。
 ※焼津市と協定締結事業者の連携
【訓練の効果】
 ・発災前の焼津漁港海底データを事前に入手
しておくことで、発災前後の比較により、速や
かに被害状況がわかり、航路啓開において有
効な手段であると確認出来た。

 ・海底データを焼津漁港管理事務所や焼津漁
協等の関係者と共有することにより、航路啓
開作業の迅速化が図られることを確認した。

【判明した課題】
 ・航路啓開作業に係わる焼津市職員の行動マ
ニュアルがない。
 ・レーザー測量には３～４日程度の日数が必要
となる。

【課題に対する改善内容】
 ・海底データを基にした被害状況の確認や航

路啓開が出来ることを踏まえて、焼津市職員
防災行動マニュアルに追記する。

【訓練会場】 焼津漁港 【訓練名】 航路啓開訓練【訓練名】 航路啓開訓練

　令和7年11月2日、「焼津市南部
土地区画整理事業」の完成記念
式典が、石津西公園「みなく～る」で
行われました。
　昭和63年2月に県知事より事業
認可を受けて、焼津市南部土地区
画整理事業がスタート致しました。
　当時、日本最大規模を誇ってい
た本事業に対して、不安を抱える組

合員も少なくなく、様々な意見が寄
せられる等、開始当初から課題が山
積していました。 また、この間にはバ
ブル崩壊による経済活動の停滞、
東日本大震災に伴う防災意識の高
まりや風評被害等、事業を取り巻く
社会情勢も大きく変化したことから、
完成までの道のりは決して平坦では
ありませんでした。

　このような中、組合員の皆様の団
結により、38年の歳月をかけ、焼津
市南部土地区画整理事業が完成
致しました。
　今後も、本地区が、活気にあふれ
希望に満ちた地域として発展してい
くよう努力して参ります。

【事業の目的】
　本地区は、市街化が進行してい
るにもかかわらず、幹線道路は未整
備で区画道路も狭小であり、災害
時の緊急活動にも支障をきたして
いました。 また、無秩序な市街化に
より土地利用も住・商・工の混在形
態になる傾向がみられ、居住環境の
悪化を招くばかりでなく、土地利用

効率の低下と新市街地としての発
展も阻害している状況でした。
　そこで、都市計画道路を主軸とす
る街路網・水路網・公園等の各種
公共施設を計画的に整備し、併せ
て、土地利用の高度化を図り、健全
な市街地の形成を図ることを目的と
して土地区画整理事業が立ち上が
りました。

【土地区画整理事業の整備効果】
　多くの方々のご協力を頂き、道
路、河川、公園等の公共施設が整
備され、災害に強く、安全・安心で快
適な魅力ある新市街地に生まれ変
わりました。
　住環境の向上に加え、市による
定住促進補助制度の効果により、
若者世帯の定住が加速し、事業開
始前の昭和62年に3,988人だった
人口が、令和6年3月末時点で
8,349人と2倍以上となり、区画整
理事業を実施しなかった場合の推
定人口2,864人と比較すると3倍
近い増加となっています。
　また、自然動態の推移は、出生児
数が死亡者数を上回る自然増と

なっています。
　なお、静岡県の分析ソフトによる
試算では、事業実施による経済波
及効果は約874億円と算出されて
います。

焼津市南部土地区画整理事業完成記念式典
【石津西公園「みなく～る」】
　石津西公園「みなく～る」では、イベント
の他、平日や週末にはキッチンカー等、事
業者が出店し、更なる賑わいを創出してい
ます。
　公園の愛称である「みなく～
る」は、公園が日常に溶け込み、
年齢関係なく、みんなが集う場
所として命名され、伸ばし棒は焼
津の波や海風を表しています。

【県のかかわり】
　県は焼津市南部土地区画整理組合に対
し、組合設立認可、事業計画認可から換地
計画認可、換地処分に至るまで、事業進捗
の各段階において事業の妥当性を審査し
認可してきました。
　また、事業進捗を図る為、国への補助金
の申請を行うとともに、県補助金
としておおよそ67億円負担して
きました。
　さらに、県管理となる県道静岡
焼津線（旧国道150号）や二級河
川黒石川の管理協議等、管理者
としての協議も行ってきました。

土地改良区等の中間支援団体を核として、
事務作業の集約や資材の共同調達等を行う効率的な活動体制の構築を支援!!

土地改良区等の中間支援団体を核として、
事務作業の集約や資材の共同調達等を行う効率的な活動体制の構築を支援!!

【質問】 静岡県では、農業・農村の有する
多面的機能を維持し、その機能を発揮する
為の地域の共同活動について、「多面的
機能支払交付金」により支援を行い、地域
資源の適切な保全管理を推進している。 
　現在、県内２４０の組織で本交付金制度
を活用した共同活動が行われている。
　令和６年度の取り組み状況を見ると、農
振農用地区域内の農用地面積に対する
制度を活用した取り組み面積の比率は、２
６．６％に留まっており、全国４７都道府県中
４５位となっている。 静岡県のカバー率が

全国的に低い状況にある要因には、高齢
化・人口減少によるリーダーや役員等の後
継者不足、事務作業の負担等、活動組織
体制維持の課題があると聞いている。
　多面的機能支払交付金制度は、農村
環境の保全と担い手農家への農地集積を
後押しする有効な制度と認識しており、今
後、地域資源の保全に関わるあらゆる関係
者が課題を共有し、取り組みを拡大していく
必要があると考える。
　そこで、本制度を活用した共同活動の拡
大に向けた今後の県の方針について伺う。

多面的機能支払交付金制度を活用した共同活動の拡大について

【答弁】 全国的に集積が進んでいる田、畑に比べて、
本県は茶園等の樹園地の割合が、令和６年度時点
で３７．４％と、全国平均の６．４倍と極めて高い為、本
交付金の活用が進みづらい状況にありました。
　現在、茶園等の農地集積を県全域で進めており、
この取り組みを加速する為にも、農業用水路等の施
設を地域で管理する共同活動の重要性が一層高
まっております。
　しかし、共同活動の拡大に当たり、集落ごとの小規
模な組織では、人材不足や会計事務が困難との声
が多く寄せられております。 この為、県の方針としまし
ては、活動組織の広域化等によって体制強化を図る

こととし、土地改良区等の中間支援団体を核として、
事務作業の集約や資材の共同調達等を行う効率的
な活動体制の構築を支援して参ります。
　具体的には、現在、牧之原地域で約３００ｈａの茶
園を対象に土地改良区を中心とした広域組織の設
立を進めている他、三島市内ではＮＰＯ法人による事
務作業の受託支援を始めており、今後、県内各地へ
展開して参ります。
　この他、活動組織と企業・学生等の多様な主体と
のマッチング支援や、情報連絡会・研修を通じた普及
啓発等、課題解決に向けた伴走支援を充実させて
参ります。

本会議
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質問・答弁要旨

財政健全化と本県の成長につながる積極的な投資の両立に、全庁を挙げて取り組む!
未来への投資や県民生活に必要不可欠な事業は着実に実施!!

財政健全化と本県の成長につながる積極的な投資の両立に、全庁を挙げて取り組む!
未来への投資や県民生活に必要不可欠な事業は着実に実施!!

【質問】 昨年１０月、高市氏が新しい内閣総理大臣に
選出され、就任後の会見や所信表明において、現在
の物価高対策、それに対応する賃金増加に向けて、
積極的な財政対応を進めていくことを論じている。 具
体的には、電気・ガス料金への補助金投入、ガソリン
の暫定税率の廃止、経営に苦しむ医療機関等への
支援、国土強靱化の取り組みの強化等である。
　一方、静岡県の状況はどうか。
　１０月下旬、令和８年度当初予算の編成方針に合
わせ、平木副知事が県の財政状況について「財政危
機宣言レベル」という表現を使い、厳しい状況を説明
し、知事もその後の定例記者会見において、同様の発
言を行っている。 そして、サマーレビューにプラスして、

事業の見直しを県庁内に求めている。
　私も、野放しに財政支出を増大させることには慎重
であるべきと考えている。
　一方、国の国土強靱化の拡充に合わせて、この財
源を積極的に活用し、先行投資していく発想も必要と
考える。 国の財源を活用出来れば、県の財政負担の
削減にもつながる。
　つまり、県としては限られた財源の中で、知恵と工夫
により、国の事業を活用して、本県の課題を解決して
いくという姿勢も必要と考える。
　そこで、今後、高市総理が進めていく責任ある積極
財政に対する県のスタンスを伺う。

国の責任ある積極財政への対応について

【答弁】 高市内閣総理大臣が進める積
極財政に対する県のスタンスについてで
すが、厳しい財政状況であっても、決して
縮小均衡に陥ることなく、メリハリを付ける
中で、未来への投資や県民生活に必要
不可欠な事業は着実に実施して参りま
す。
　こうした考えの下、国が危機管理投資
を成長戦略の根幹と位置付け、国土強靱
化等を強力に推進する中で、県と致しまし
ても、国庫を最大限獲得し、先行的かつ
効果的な投資を行って参ります。 １１月下
旬には、私自身が本県選出国会議員に対

し、国方針に沿った積極的な事業実施を
行う方針を伝える等、予算獲得に向けた
国への要請を継続的に実施しております。
　さらに、総合経済対策につきましても、
国と歩調を合わせ、物価高騰で苦労され
る県民や事業者の皆様の為に、実効性あ
る支援を迅速に行えるよう準備を進めて
参ります。
　今後とも、県議会の御意見を踏まえつ
つ、財政健全化と本県の成長につながる
積極的な投資の両立に、全庁を挙げて取
り組んで参ります。
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全ての子供たちが夢や希望の実現に向け、主体的に挑戦し続けることが出来るよう、
学校や子供たちを支える家庭、地域、企業等との連携を更に強化!!

全ての子供たちが夢や希望の実現に向け、主体的に挑戦し続けることが出来るよう、
学校や子供たちを支える家庭、地域、企業等との連携を更に強化!!

【質問】 社会環境が急速に変化
し、将来を予測するのが難しい時
代においても、学校や地域での
学びを通じて成長し、社会や地
域で活躍する創造力豊かな人材
を育成することが重要である。
　そこで、教育委員会では、次期
「教育振興基本計画」において、
どのように施策を推進していくの
か伺う。

未来を切り拓く力を育む教育について

【答弁】 社会の不確実性が高まる中、未来を担う子
供たちが、国際的視野を持ち、変化を恐れずチャレン
ジを続けながら、新たな価値を創造する力を身に付け
ることは、極めて重要であると認識しております。
　昨年度末に策定した静岡県教育大綱では、「未来
を創造する力を育む教育の推進」を取り組み方針に
掲げ、知事部局と一体となって取り組みを進めている
ところです。
　県教育委員会では、子供たちが、多様な人 と々関
係を築きながら、社会的変化に柔軟に対応していくこ
とが出来るよう、自ら問いを立て、地域企業や自治体
等と協働して課題解決に取り組む探究的な学びや、
大学・企業と連携した起業家育成プログラムの他、
海外での実践的な活動を通じて視野を広げる海外イ

ンターンシップ事業等を実施しております。
　さらに、県内高校生の海外留学を支援するグロー
バル人材育成事業では、本県の特性を踏まえ、県内
企業が求める産業人材の育成を目指した募集枠等、
複数のコースを設定し、高校生の挑戦を後押しするこ
とで、地域と世界をつなぎ、自らの学びを将来に結び
付ける力が育まれていると実感しております。
　現在、策定中の次期教育振興基本計画にも、こう
した取り組みを重点施策として位置付けるとともに、
持続可能な社会を創造する力を育む為に重要な、自
己有用感、レジリエンス※等の非認知能力の育成や、
イノベーティブ※な思考を育むアントレプレナーシップ※

の醸成にも取り組んで参ります。
　県教育委員会と致しましては、全ての子供たちが

夢や希望の実現に向け、自ら考え、主体的に挑戦し
続けることが出来るよう、学校や子供たちを支える家
庭、地域、企業等との連携を更に強化し、計画に掲
げる重点施策を着実に進めて参ります。

本会議
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※レジリエンスとは、困難やストレスに直面した時
に心身のバランスを維持し、素早く回復する能力を
意味します。

※イノベーティブとは、「革新的」や「新しい発想を
生み出す」という意味です。

※アントレプレナーシップとは、新たな価値を創造
する力や精神を意味します。

　　　　　　「仕事内容のミスマッチ」の解消を図る等、雇用前の段階から、職場定着を図るとともに、
雇用後も切れ目なく支援が出来る体制を整備し「誰もが自分らしく輝ける社会」の実現に向けて取り組む!!
　　　　　　「仕事内容のミスマッチ」の解消を図る等、雇用前の段階から、職場定着を図るとともに、
雇用後も切れ目なく支援が出来る体制を整備し「誰もが自分らしく輝ける社会」の実現に向けて取り組む!!
【質問】 県内における障がい者の雇
用は増加傾向にあるが、就職後の職
場定着には依然として大きな課題があ
り、特に精神障がい者の離職率は高
い水準にある。
　離職の背景には、職場の人間関係
や労働条件の不満、仕事内容とのミ
スマッチ等、多様な要因が存在する。 
これらは職場環境や支援体制のあり
方にも起因しており、「本人が活躍出
来る職場とのマッチング」等へ視点を
移すことが求められている。 また、ハ
ローワーク等が継続的に関与する場
合には定着率が向上しており、雇用後
のフォローアップ体制の重要性を強く

示している。
　静岡県でも、就労移行支援事業所
や障害者就業・生活支援センター等
が連携して支援を行っているが、企
業・支援機関・行政のネットワークをさ
らに充実させる必要がある。
　今後は、雇用後のフォローアップ体
制を強化するとともに、企業に対して、
採用時のマッチングの精度向上に加
え、障がい特性に応じた理解促進や
職場環境の改善等、受入体制を体系
的に整備する必要がある。
　そこで、障がい者の就労と職場定
着への支援について、県として今後ど
のように取り組んでいくのか伺う。

障がい者の就労支援と職場定着支援について

【答弁】 生産年齢人口が減少する中、本県経済の持続
的な発展に向けては、女性や高齢者、外国人、障害のあ
る方等、多様な人材の活躍が不可欠であり、これら多様な
人材の活躍を企業の成長につなげる「ダイバーシティ経
営」の普及促進を図っていく必要があります。
　このうち、障害のある方の就労について、職場定着率
の改善に向けて、企業にジョブコーチを派遣する他、企業
内ジョブコーチの育成を通じて、企業自らが職場定着支援
を継続的に実施出来る体制を構築して参りました。 また、
精神障害のある方を雇用している企業に職場環境アドバ
イザーを派遣し、従業員向けの研修会や相談会を行うこと
で、障害特性に対する理解促進を図っております。
　今年度は、こうした取り組みに加え、「仕事内容のミス
マッチ」の解消を図る等、雇用前の段階から、職場定着を
図る為の支援に重点的に取り組んでおります。

　具体的には、「障害者活躍推進雇用サポーター」が、ハ
ローワークや障害者就業・生活支援センター、ジョブコー
チ等と連携し、それぞれの専門的見地から、障害のある方
に適した職務の選定や受入体制の整備について助言を
行うことで、ミスマッチを防止するとともに、雇用後も切れ目
なく支援が出来る体制を整備しております。
　また、１月には、障害福祉サービス事業所の利用者等を
対象に、「職場体験会」を開催し、障害のある方が、自身が
働く具体的なイメージをつかみ、仕事への理解を深めると
ともに、企業も障害特性や支援機関の役割等を学ぶ機
会を提供する予定です。（令和7年12月8日現在）
　今後とも、障害のある方が生き生きとやりがいを持って
働き続けることが出来るよう、関係機関との連携の下、支
援の充実を図り、「誰もが自分らしく輝ける社会」の実現に
向けて取り組んで参ります。
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